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初版はしがき

この資料は，専門委員になられた専門家の方に，民事訴訟につい

ての全体像や専門委員として訴訟手続に関与する場合のイメージを

つかんでいただくために作成したものです。

専門家の方にとって，訴訟手続は全くなじみのないことが多いと

考えられますので,専門委員が関与する場面を中心として,簡潔に，

かつ具体的に民事訴訟手続について説明しています。また，実際に

訴訟手続に関与するに当たっては,事件の内容を把握する上で，事

件記録が参考となりますので，その写しを抜粋したものを資料とし

て添付しました。さらに，訴訟手続においては，初めて聞く方に

とっては，わかりにくい法律用語も多いと思われますので，必要と

思われるものについて，法律用語集としてまとめたものも末尾に掲

載しました。

本書が,専門委員の執務の参考として利用され，お役に立てば幸

いです。
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ています。そのような中，初めて専門委員になられた方に専門委員

制度について理解していただくとともに， さらには，既に専門委員

として経験を積まれた方にこれまでの知識を整理・確認していただ

くための参考として，本書が利用され，お役に立てば幸いです。

I

改訂版はしがき

平成16年4月に民事訴訟に専門委員制度が導入されて9年が経過

し，同制度は専門的知見を要する訴訟の適正・迅速な裁判の実現に

貢献しており， さらにその活用を広めていくことが期待されていま

す。

この度平成25年1月に施行された非訟事件手続法において，非

訟事件についても専門委員制度が導入されたことから， これに対応

した内容を追加するとともに， この間の運用の蓄積を踏まえて，そ

の内容の修正を行うこととしました。

第1章及び第2章は，民事訴訟と非訟事件に共通する専門委員の

制度や地位・職務について，第3章から第5章までは民事訴訟に固

有の内容について，第6章は非訟事件に固有の内容について説明し

ています。なお，初版時には参考として事件記録抜粋を添付しまし

たが，実務の運用としては，専門委員に事件記録全てを読んでいた

だくことはそれほど多くはありません。そこで，改訂版では， これ

に代えて，実際に専門委員に関与していただく場合の手続の流れの

例を資料として添付しました。

これまでの専門委員の関与状況を見ると，平成20年以降は専門委

員が関与した事件が400件台で推移しており，医療，建築知的財

産の分野をはじめ，様々な専門的知見を要する専門訴訟で，専門委

員は活躍されています。専門訴訟に加え，非訟事件において専門委

員制度が導入されたことにより，事案の解明及び紛争の解決に専門

的知見を要する事件において．専門委員の活躍がますます期待され
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第1 制度の導入の背景目 次
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（2）審決取消訴訟

2裁判所調査官…’ 第1章専門委員制度
I

I

第1 制度の導入の背景

私人間において民事上の権利関係についての紛争が生じた場合

に，話合い等による解決ができなければ，最終的には，裁判所に訴

えが提起されることになりますが，科学技術の発展，社会経済活動

の高度化を背景として，建築関係訴訟，医事関係訴訟，知的財産権

関係訴訟等のような，紛争の解決に専門的な分野の知識を要する訴

訟（専門訴訟）が数多く提起されるようになっています。

専門訴訟では，当事者の言い分力溥門的な知識経験に基づいてい

ることが多く，その内容を理解する上でも専門的な知識経験が必要

となる場合があります。しかし，裁判官は，そのような専門的分野

の専門家ではないことから，当事者の言い分や証拠の内容等を十分

に理解し，争点（17ページ参照）が何であるかを整理するために，

審理期間が長期化してしまう傾向がありました。また，当事者の言

い分が明らかとなった後， どちらの言い分が正しいのかを判断する

上で，専門家の意見を伺う必要があるときには，鑑定（22ページ参

照）という手続を行うことがありますが，鑑定については，従前，
j

事案にふさわしい専門家（鑑定人）がなかなか見つからない，専門

家から見て適切な鑑定事項が定められていない，鑑定の基礎となる

資料が十分に選定されていないなどの問題点が指摘されており，そ

れらが一因となり，鑑定に時間を要することが少なくありませんで

した。通常の民事訴訟事件の審理期間が，近年，紛争の早期解決に

向けた様々な方策・工夫等により短縮され，平均で1年を要しない

第6章非訟事件関係………"………………………”

第1非訟事件の種類………………"…………-………

第2非訟事件の手続の一般原則等…………………

1処分権主義の制限･…･……………･………･…･…･……

2職権探知主義……………‘＝………･…･･………………･・

3簡易迅速な手続･”･…･………･……一･･………＝………･・

4非公開手続………-…………………………………“…・

第3非訟事件における専門委員制度………………
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第1章専門委員制度 第2意義及び役捌

ける専門委員との相違点を中心に説明することとします。ようになっているのに対して，専門訴訟については，前述のような

事情から，その審理期間の平均は通常の民事訴訟に比べて長くなる

傾向にありました。

このような問題点を解決するためには，紛争の対象となっている

専門的な分野に関し，知識経験を豊富に有している専門家からの協

力をいただくことにより，専門訴訟における手続を円滑に進行さ

せ，紛争の早期解決を図ることが不可欠であるという観点から，

様々な検討がされた結果，平成15年7月に民事訴訟法の一部を改正

する法律が成立し，新たに専門委員制度が設けられました。この制

度により，専門訴訟において訴訟関係を明瞭にし，又は訴訟手続の

進行を図るために必要がある場合には，専門委員に訴訟手続に関与

していただき，適宜，専門的知見に基づく説明をしていただくこと

ができるようになりました。

さらに，平成23年5月に新しい非訟事件手続法が成立し，非訟事

件（46ページ参照）においても，専門委員制度が導入されることと

なりました。これを受けて，平成24年7月に非訟事件手続規則の制

定及び専門委員規則等の改正が行われ，専門委員制度の細目に関す

る事項や専門委員の任免等に関する事項について，必要な規定が整

備されました6

非訟事件においては，専門委員は，専門的知見に基づく 『説明』

ではなく，専門的知見に基づく臆見』を述べていただくことにな

りますが， この点は後述のとおり，民事訴訟と非訟事件の基本原則

の相違によるもので，専門委員の制度趣旨は，民事訴訟における専

門委員制度と基本的に異なりません。

非訟事件における専門委員については，第6章で，民事訴訟にお

’ 第2意義及び役割

専門委員制度とは，専門的な分野について知識経験を豊富に有す

る専門家（専門委員）に，民事訴訟及び非訟事件における的確かつ

円滑な審理の実現のために，必要な場合に専門的知見に基づく説明

等をしていただくものです。

具体的には，的確かつ迅速に事案の内容を把握して主張を整理す

るなどのために，裁判所が，専門委員から，当事者の主張や証人の

証言等について必要な説明等をしていただいたり，専門委員から証

人等に対して質問していただいたりすることになります。また，和

解を試みる場合に，話合いをあっせんする上で専門的な知識経験に

基づく説明等が必要であるときには，裁判所は，専門委員から説明

等をしていただくことになります。

このように，専門委員の説明等により，裁判所が十分に有してい

ない専門的な知見が補完されることで，裁判所としては， より早期
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第1専門委員の地位第1章専門委員制度

の段階から，事案を十分に把握し，充実した審理を行うことが可能

となります｡すなわち，専門委員は.事件の審理の充実等のために，

手続全般において，必要となる専門的な知識経験に基づく説明等を

していただく，裁判所のアドバイザー的な役割が期待されているの

です。

平成16年に専門委員制度が導入されてから，様々な分野の専門家

が専門委員として訴訟手続に関与され，紛争解決のために御尽力い

ただいています。専門訴訟は更に専門化・複雑化することも予想さ

れますし，新たに非訟事件にも関与していただくことになったこと

から，今後も，専門委員の活躍により，専門訴訟等が円滑に進めら

れ，充実した質の高い審理が実現されることが期待されており，そ

の役割は社会的にも大きく注目されています。

第2章専門委員の地位及び職務

第1 専門委員の地位

1 身分

（1） はじめに

専門委員は，非常勤の裁判所職員であり （民訴法92条の5第

3項，非訟法33条5項)，特別職の国家公務員となります。

そのため，専門委員は，国民全体の奉仕者として公共の利益

のために勤務し，かつ，職務の遂行に当たっては，全力を挙げ

てこれに専念しなければならず（国家公務員法96条1項)， ま

た，その官職の信用を傷つけ，又は官職全体の不名誉となるよ

うな行為をしてはならない(|司法99条）ことなど,一般的には，

常勤の裁判所職員と同様に国家公務員法等の適用を受けること

になります。

もっとも，専門委員は，その身分が非常勤とされていること

から，その経済的活動，政治的活動において，以下のように，

常勤の裁判所職員とはやや異なった取扱いを受けることがあり

ます。

（2）経済的活動

専門委員は，非常勤であることから，一般の国家公務員と異

なり。私企業からの隔離に関する規定（国家公務員法103条）

及び他の事業又は事務への関与の制限に関する規定（同法104

条）の適用を受けないこととされています（人事院規則14－8

第6項及び職員の兼業の許可に関する政令3条)。

’

’
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第1専門委員の地位第2章専門委員の地位及び職務

ア禁鋼以上の刑に処せられた者

イ公務員として免職の懲戒処分を受け，当該処分の日から2

年を経過しない者

ウ裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

エ弁護士,公認会計士,司法書士,土地家屋調査士,税理士，

弁理士，建築士，不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は

社会保険労務士として除名，登録の抹消，業務の禁止，免許

の取消し，登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け，当該

処分に係る欠格事由に該当する者

オ医師として医師法（昭和23年法律第201号）第7条第2項

の規定により免許を取り消され，又は歯科医師として歯科医

師法（昭和23年法律第202号）第7条第2項の規定により免

許を取り消され，再免許を受けていない者

(3)任期・所属の裁判所等

ア任期

専門委員の任期は2年とされています（専門委員規則3

条)。再任については，特段の制限はありません。

イ所属の裁判所

専門委員が任命される場合には，任命と同時に，その所属

する裁判所が指定されます（同規則4条)。通常は，専門委

員の居住地等の最寄りの裁判所が指定されることになりま

す。そして，基本的には，所属する裁判所が指定する事件に

関与することになります。

なお，所属の裁判所の管内に支部があるときには，所属の

裁判所が，専門委員が主として勤務する裁判所又は支部を指

(3)政治的活動

一般に，常勤の裁判所職員は政治的行為について一定の制限

を受けますが（国家公務員法102条)，専門委員には，その適用

はないものとされています（裁判所の非常勤職員の政治的行為

制限の特例に関する規則3号)。

しかし．国家公務員は，常勤，非常勤を問わず，地位利用に

よる選挙運動が禁止されています（公職選挙法136条の2）の

で，専門委員も，その地位を利用して選挙運動をすることは許

されないことになります。
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2任命等

（1）任命

専門委員は，専門的知見に基づく説明をし，又は意見を述べ

るために必要な知識経験を有する者の中から，最高裁判所に

よって任命されます（専門委員規則1条)。

専門委員に任命されることにより，非常勤の公務員となりま

す。

なお，具体的な任命に当たっては，専門家の具体的な専攻分

野や経歴等を把握することができるように，裁判所から，専攻

分野等について伺ったり，履歴書を提出していただいたりする

ことがあります。

（2）欠格事由

裁判手続に関与していただく専門家としてふさわしい方を任

命するため，次のいずれかに当たる者は，専門委員になる資格

はないとされています（専門委員規則2条)。
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第2章専門委員の地位及び職務 第1専門委員の地位

定することになります（同規則7条1項ただし書。例えば，

所属の裁判所が東京地方裁判所の場合，同裁判所管内には立

川支部があるので，専門委員が主として勤務する裁判所とし

て，東京地方裁判所本庁又は立川支部のいずれかが指定され

ることになります｡)。この勤務裁判所の指定は，専門委員の

居住地等や所属の裁判所の状況等を考慮して行うことになり

ます。専門委員は，通常は，居住地等に近い勤務裁判所の事

件を担当することが多いと思われますが，所属の裁判所内の

事件であれば，勤務裁判所以外の事件であっても， これに関

与できることには変わりはないので，勤務裁判所の事件でな

くとも関与するよう求められる場合もあります。

ウ併任・職務代行

専門委員は，基本的には，最寄りの裁判所等の1箇所が所

属の裁判所となります。しかし，専門家が非常に少ない分野

の事件が，複数の裁判所に係属し，それぞれ専門委員を必要

としているような場合には，同一の専門家に複数の裁判所に

所属していただく必要が生じることがあります（これを『併

任』といい，例えば，一人の専門委員に，東京地方裁判所と

大阪地方裁判所の2箇所の裁判所に所属していただくことが

あります｡)。このように専門委員の所属の裁判所が2箇所以

上になった場合には，当該専門委員は，それぞれの裁判所か

ら関与すべき事件の指定を受けることがあります。

また，専門委員は，所属の裁判所から関与すべき事件の指

定を受け，職務を行うことが原則です。しかし，ある裁判所

に専門委員を必要とする事件が係属したものの，その裁判所

においては，必要な分野の専門家を専門委員として任命して

いなかった場合等には，他の裁判所に所属する専門委員にそ

の事件に関与していただくことがあります（これを『職務代

行』といいます｡)。この場合には，当該専門委員の関与を必

要とする裁判所と所属の裁判所とに共通する上級裁判所（例

えば， 甲府地方裁判所の事件について，東京地方裁判所に所

属する専門委員に関与していただくときは，東京高等裁判所

がこの上級裁判所に該当します｡）が，その必要性等を考慮

し，所属の裁判所以外の裁判所における職務を行うことを認

める発令を行うことになります（同規則5条)。なお，所属

の裁判所以外の裁判所で，当該専門委員の関与を必要とする

事件が係属したときに，前述の併任とこの職務代行のいずれ

の方法によるかは，当該裁判所において，その分野の事件が

他にも係属する可能性がどれくらいあるかなどによって選択

することになります。

併任又は職務代行のいずれにしても，実際に必要となった

ときには，発令前に‘当該専門委員の関与を必要とする裁判

所（上記の例でいえば，甲府地方裁判所）から連絡を取り，

その専門委員の了解を得た上で，併任又は職務代行の発令を

しています。場合によっては，遠方の裁判所の事件に関与し

ていただくこともあり得ますが，電話会議システム又はテレ

ビ会議システムを利用して関与していただ､<という方法もあ

りますので（24ページ参照)，遠方の裁判所から併任又は職

務代行の依頼があった際は，関与の方法について，依頼をし

た裁判所に確認してください。
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第2専門委員の聡務における留意事項第2章専門委員の地位及び職務

専門委員と同様に，非常勤の国家公務員として裁判所に所属

する職員としては，調停委員がいます。調停委員の中にも，医

師や建築士等の専門家が含まれています。専門委員は，裁判所

のアドバイザー的な立場で，裁判官とは別に手続に関与するの

に対し，調停委員は裁判官と共に調停委員会のメンバーとして

手続に関与することになります。さらに，専門委員は，裁判長

の求めにより，専門的な知見に基づき専門的な事項について説

明等を行うことが役割となりますが，調停委員は，当事者間の

話合いによる紛争解決のあっせんを行うことがその中心的な役

割となります（なお，専門委員と鑑定人との違いについては23

ページを参照してください｡)。

3解任

専門委員が前記2(2)の任命の欠格事由に該当することになった

ときは，当然に解任されます（専門委員規則6条1項)。また，

心身の故障のため職務の執行ができないとき，又は職務上の義務

違反その他専門委員として適さない行為があるときには，解任さ

れることがあります（同規則6条2項)。さらに，専門委員から

辞任の申出があり，最高裁判所がそれを承認したときには，専門

委員の辞任が認められることになります。

I

4その他

（1）除斥，忌避及び回避について

専門委員には，除斥，忌避及び回避の制度が準用されます

（民訴法92条の6，民訴規則34条の9，非訟法15条，非訟規則

11条)。除斥とは,専門委員が,事件や事件の当事者との間で，

法律が定める特殊な関係がある場合（例えば，専門委員が事件

の当事者と親子であるような場合）に，職務執行から法律上当

然に排除される制度です。忌避とは，専門委員に裁判の公正を

妨げる事情がある場合に，当事者の申立てにより，裁判によっ

て職務執行から排除される制度です。除斥や忌避の決定がされ

ると，当該専門委員は，その事件に関与することができなくな

ります。また，専門委員自らが，除斥や忌避の原因があると考

える場合には，裁判所の許可を得て， 自ら事件に関与しないこ

とができます（回避)｡

（2）専門委員と調停委員の違い

第2専門委員の職務における留意事項

1 一般的な留意事項

専門委員は，裁判所に不足しがちな専門的な知識経験を補うた

めに，裁判所のアドバイザー的な立場から，裁判手続の様々な場

面において，裁判長から求められた事項について説明等を行い，

裁判手続に関与していただくものであり，その責務は重大です。

そのため，専門委員の地位にある者が一定の欠格事由に該当する
j

に至ったときは当然に解任されることや，職務上の義務に違反す

る行為のほか，職務に関しないことであっても専門委員に適しな

い行為があると認められるときにも解任される場合があることは

_前述のとおりです。

・したがって，例えば， 自動車を運転するに当たっても速度違反

等の処罰対象となる行為を起こさないように心がけていただくこ

！

｜

l

Ill’

－11－－10－



－
１
１

第2専門委員の馳務における留意§噸鋪2章専門委員の地位及び職務

委員の場合も同様であり，裁判手続に関与するときには中立・

公平な立場に立つことが求められています。このことは，専門

委員の説明等は，期日において口頭で行うか，期日外で書面に

より行うこととされ，書面によるときは．その写しを当事者等

のいずれにも送付しなければならないとされていること（民訴

規則34条の3第2項）からもうかがわれるところです。

したがって，専門委員としては，一方の当事者に偏った立場

での説明等を行っていると見られ，専門委員の中立性・公平性

に対する信用を失うような結果とならないよう，留意する必要

があります。専門委員として行動するときには，必要以上に一

方の当事者と親しげな会話をすること等がないように注意し，

当事者双方の言い分をバランスよく聴くように心がけることが

大切です。そのためには，専門委員は， 自分が関与する事件に

ついて，先入観や予断を抱かないように注意する必要もありま

す。

なお，訴訟では， どのような点を中心に争うかなどについて

は，当事者が決めるという建前になっています（弁論主義。16

ページ参照)。この点からも，裁判所のアドバイザー的な立場

で事件に関与する専門委員においては，審理において争点とし

て取り上げられていない部分について指摘したりすることにつ

いては，慎重な対応が必要です。専門委員は， この点で疑問が

あるときは，説明を行う前に,その方向性を裁判官に伝えるな

どして，その指示に従ってください。

また，事件に関与する専門委員の中立性・公平性は重要であ

ることから，裁判所は，当事者から専門委員の経歴等について

とは当然ですが，万一，そのような交通違反事件を含め，刑事事

件に関して被疑者として捜査の対象となり，若しくは訴追を受

け，又はその他の不祥事に関与してしまったときは，ためらうこ

となく，直ちにその旨を所属の裁判所に申し出て，その指示を受

けてください。このような事態が発生した場合,速やかに，かつ，

適切な対応をとることは，専門委員制度に対する国民の信頼を損

なわないためにも重要と考えられます。

’

１
１

2職務を行う上での留意事項

(1)事件に関与する上での準備

当事者にとって，裁判は， 自らの権利義務についての判断が

されたり，法律関係が形成されたりする場であり，それに臨む

姿勢も当然真剣なものとなりますから，裁判所はもちろん『専

門委員の一挙手一投足が注目されています。そのため，専門委

員が事件の基本的な内容を十分に把握することなく，いきなり

期日に臨んだような場合には，その専門委員は，当事者に不誠

実な印象を与えるおそれがあり，以後‘当事者からの信頼を失

うことにもなりかねません｡そこで,期日に臨むに当たっては，

事前に関与する事件の内容を十分に把握するなど必要な準備を

することが望ましいと考えられます（訴訟手続への関与につい

ては，第4章参照)。

（2） 中立性・公平性の維持

裁判においては，第三者機関である裁判所が紛争の解決を図

るという性質から，その中立性・公平性力轆保されていること

が重要となります。この点は，非常勤の裁判所職員である専門
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第2章専門委員の地位及び職務 第2専門委員の職務における留意事項

質問されたときは，当該専門委員の了承を得た上で．裁判所が

あらかじめ専門委員から伺っていた情報の一部を提供すること

もあります。

(3)職務上知り得た秘密の偽寺

専門委員は，その職務上取り扱った事件について知り得た秘

密を守らなければならないことは言うまでもありません（国家

公務員法100条)。万一，専門委員が秘密を漏らすようなことが

あれば，具体的事件における個々の当事者の裁判所に対する信

頼を裏切るということに加えて，裁判全般に対する国民一般の

不信を招くことにもなりかねません。したがって，例えば，裁

判手続に関与して知り得た秘密を，知人に話すようなことは厳

に慎むようにする必要があります。

また，専門委員が，事案の内容を把握し，又は期日等におい

て説明等をするために，事件記録の写しを所持することもある

と想定されますが，事件記録には，当事者のプライバシーにわ

たる事項等も数多く記載されていることから， これを紛失した

り，他人の目に触れることのないよう，その管理には十分な注

意を払う必要があります。

(4)期日に臨む上での注意事項

当事者にとって，裁判は重大な問題であり，専門委員の一挙

手一投足が注目されていることは前述のとおりです。そこで，

専門委員には，期日に臨むに当たっては，余裕を持って裁判所

に来ていただくことが望ましく， また，急用等により，やむを

得ず時間どおりに裁判所に来られない場合（遅れる場合や欠席

する場合）には，事前に裁判所に連絡し、相談するようにして

ください。

(5)その他

既に公務員としての身分を有している方であっても，在勤官

署の兼業許可を受けた上で，専門委員になっていただくことが

できます。この場合，本来の職務における執務時間外に専門委

員としての執務を行っていただくなど，本来の職務についての

専念義務との関係で問題が生じないように留意してください。
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3執務に関する問合せ先

専門委員としての事件への関与は，事件が係属している裁判所

が当該事件に関して具体的に専門委員を指定することにより始ま

ります（29ページ参照)。この場合において，事前にすべき準備

の内容や指定された期日の通知等の連絡は，当該裁判所（具体的

には，その事件を担当している担当裁判官又は担当書記官）から

されることになりますし，期日に来ていただくことができなく

なったときの連絡も，当該裁判所との間で行っていただくことと

なります。執務を行う上で御不明な点があるときにも，当該裁判

所にお問い合わせください。
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第2民事訴訟手続の流れ第3章民事訴訟制度
し

裁判所が，独自に証拠を探してきて調べることはできません。

訴訟手続では，裁判所の行為にはこのような制約があることか

ら，裁判所のアドバイザー的な立場で手続に関与する専門委員に

は，民事訴訟におけるこれらの原則を十分理解していただいた上

で．裁判所から求められた事項について説明をしていただく必要が

あります。

｜
I

第3章民事訴訟制度
｢

第1 民事訴訟の一般原則

専門委員が関与する民事訴訟は，その対象が金銭の貸し借り等

私人間において自由に処分できる権利関係であり． また，その目的

が客観的真実の探究にあるのではなく，私人間における紛争を，当

該私人間において相対的に解決することにあることから，当事者の

する請求や言い分（主張）の内容は，当事者の自由な選択に委ねら

れています。

また，同様に，当事者がどのような点を中心に争うかなどについ

ても，当事者が決めるという建前になっています（これを『弁論主

義jといいます｡)。その具体的な内容は，次のとおりです。

①まず，裁判所は，当事者が主張した事実のみを前提として判

決をしなければなりません。このため，裁判所は，提出された

証拠等から，当事者が主張していない事実が認められると考え

たとしても，それに基づいた判断をすることはできません。

②次に,裁判所は，当事者間に争いのない事実(自白した事実）

については，それを当然の前提として判決をしなければなりま

せん。したがって，例えば，当事者間に100万円の貸し借りが

あったことに争いがなければ，裁判所が証拠等から貸し借りの

事実がなかったとの心証を得たとしても，貸し借りがあること

を前提に判決をしなければなりません。

③さらに，裁判所は，原則として，当事者から申出のあった証

拠のみを証拠調べの対象としなければなりません。このため，

『

第2民事訴訟手続の流れ

1 全体の流れ

民事訴訟は，紛争の一方当事者（原告）が，裁判所に対して，

他方の相手方（被告）に対する何らかの請求を立てて訴えを提起

することにより始まります。この点は，国家機関である検察官が，

裁判所に対し，被告人に対する刑罰を求めて公訴を提起する刑事

訴訟とは異なります。

民事訴訟では，訴えが提起されると，裁判所が当事者双方の言

い分を聴き，提出された証拠と照らし合わせながら，その双方の

言い分の中で真に争いがある重要な部分(争点）を把握します(一

般に， この段階を『争点及び証拠の整理手続』といいます｡)。そ

して， どちらの言い分が正しいのかについて，証人尋問，当事者
‘『

尋問，鑑定等の手続を行った上で（一般に， この段階を『証拠調

べ手続』といいます｡)，判断を示す（判決）ことになります。判

決の代わりに，綱1所の勧めにより，当事者の話合いに基づく合

意により紛争が解決されることもあります（これをI和解』とい

います｡)。

’
－17－－16－
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第3章民事訴訟制度

具体的には以下のとおりです。

第2民事訴訟手続の流れ

| ’2訴えの提起

訴えの提起は,通常は,解決を求める紛争の対象(請求の趣旨）

及びその内容（請求の原因）を記載した『訴状jという書面を裁

判所に提出することにより行います（民訴法133条1項)。訴状の

記載が不明確であるなどの不備がなければ，裁判所は， 当事者の

言い分を公開の法廷で主張させるための日時（第1回口頭弁論期

日）を指定し，訴えられた相手方（被告）に対して,期日が定め

られた旨及び当該期日に裁判所に出頭するように命ずる旨を記載

した呼出状とともに，原告から提出された訴状等を送ります。

被告は，訴状等を受け取ると，一般的には，訴状に記載された

内容を認めるかどうか， また，その内容に対する自分の言い分等

を記載した『答弁書』という書面を裁判所に提出します。

｜ 紛争の発生 ｜

↓
|訴えの提起(訴状の提出)｜

（脈状審壷）
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争点及び証拠の整理等

| :蕊灘零羅． ’
弁論準備手縞

進行協職 箒

1 |証拠調べ

｜ ；

］I
証人尋問
当事者尋問 3事件の審理

（1）第1回口頭弁論期日

第1回口頭弁論期日においては，当事者は，訴状，答弁書等

に記載した自己の言い分を主張します（実際には，多くの事件

では， 「訴状を陳述します｡」と述べる等の省略した方法で行わ

れます｡)。この段階で，被告が原告の言い分を全て認めるとき

には，裁判所は，原告の請求を認める判決を言い渡す等して審

理を終了します。しかし，被告が原告の言い分を認めない場合

には，裁判所としては，どちらの言い分が正しいかを調べるた

め審理を進める必要があります。

（2）争点及び証拠の整理手続等 、

被告が原告の言い分を認めない場合，裁判所は，当事者双方

等

’
吟| ・鑑定 I

ノ

、｜、 ノ
I１

１
｜ 口頭弁論の終結 ｜

｜
｜ 判決言渡し ’

’
↓ ↓
「葹一詞「闘燕司
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I第2民事訴訟手続の流れ第3章民事訴訟制度

ことを目的として設けられたのが，進行協議です。この手続

は，あくまでも協議等を行う手続であることから， アの弁論

準備手続とは異なり，準備書面や書証等を提出することは想

定されていません。

進行協議は，基本的には， 当事者双方を出頭させて，準備

室等において今後の方針等を協議します。また，鑑定を行う

こととなった場合に， 当事者に加え，鑑定人に･も裁判所へ来

ていただいて,鑑定人に意見を述べてもらう対象(鑑定事項）

等を定めるための協議を行うこともあります。

さらに， この手続においては，機動的な協議の実施が図れ

るよう，裁判所外でも手続を行うことができます（民訴規則

97条)。例えば，建築物の暇疵が争いになっている訴訟にお

いて，裁判所や当事者が共通の理解を得るため，紛争の対象

である建築物を実際に見に行く場合等は，裁判所外でこの手

続を行うことがあります。

(3)証拠調べ手続

証拠調べ手続とは，裁判所が， 当事者の主張する事実関係等

に食い違いがある場合に， どちらの言い分が正しいかを判断す

るための資料を得る手続をいいます。この証拠調べの対象とな

る証拠は，原則として当事者からの申出があったものに限られ

ることは前述(16ページ参照）のとおりです。

証拠又は証拠を調べる手続としては，以下のものがあります。

ア証人尋問・当事者尋問

証人とは， 当事者以外の第三者であって，訴訟手続外にお

いて自ら経験した過去の事実を裁判所で供述するよう命じら

に自己の言い分を主張させ，争点を明らかにするとともに， 当

事者から提出される， 自己の言い分の根拠となる証拠を整理し

ます(争点及び証拠の整理手続)。この争点及び証拠の整理は，

公開の法廷で行う口頭弁論期日でも行われますが，公開の法廷

以外の場所で行う弁論準備手続で行われることが多いと思われ

ます。また，非公開の手続として，進行協議という手続もあり

ます。

ア弁論準備手続

弁論準備手続は，法廷外の準備室等で，原則として当事者

双方を出頭させて行います。その期日は，次のような流れで

行われることが多いと思われます。

まず，前回の期日以降に新たに提出された準備書面（当事

者の言い分を記した書面）や証拠について確認をした後，裁

判所や一方当事者がその内容について質問をし， また，他方

当事者がそれに対して反論をするなどして当事者の言い分を

整理し， 当事者間で争いがある部分を明らかにします。同時

に， 当事者が証拠として提出する文書（害証）を取り調べま

す。その後，次回期日までに当事者が準備するべき事項を確

認するなどして， 当該期日を終了します。

イ進行協議

当事者間の言い分が多岐にわたり，証拠も大量にある場合

には，それぞれの関係を整理する必要がありますし， また，

多数の証人が予定されていたり，鑑定を行うことを予定して

いる場合には，以後の進め方を協議し，手続の円滑な進行を

図る必要があります。そこで，事件の進行について協議する
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第2民事訴訟手続の流れ第3章民事訴訟制度

ただくという点で類似しています。もっとも，専門委員は，

裁判所のアドバイザー的な立場から，審理の参考となる説明

を行っていただくものであり，その説明内容は証拠にならな

い（ただし， 34ページの【留意事項】参照）のに対して，鑑

定人は，裁判所が削決をする上での基礎資料となる意見を述

べていただくものであり，その意見は証拠となる点で異なっ

ています(なお,両者の主な差異については,下記の表参照)。

れた者のことであり，その証人に法廷で供述（証言）しても

らう証拠調べの手続が証人尋問です。証人ではなく，当事者

本人又は法定代理人若しくは法人の代表者に供述してもらう

場合を当事者尋問といいます。

具体的には,裁判所が,当事者が申し出た証人等について，

当事者の主張や尋問事項等に照らして尋問の必要があると認

めたときには，当該人物を証人等として採用し，尋問の予定

時間等を参考に，尋問の日時を定めます。

当該尋問期日においては，証人等が法廷において宣誓をし

た後，その証人等の証拠調べを申し出た当事者が尋問し（主

尋問)，その後，相手方当事者の尋問（反対尋問)， 申出をし

た当事者の再度の尋問（再主尋問)，最後に裁判所からの尋

問（補充尋問）が行われるのが一般的です。なお，証人尋問

等は，証人等が法廷に出頭して行われるのが通常ですが，例

えば証人等が入院している場合に，裁判官等が病院に赴いて

尋問を行ったり （所在尋問)，証人等が遠隔地に居住してい

るときなどに，テレビ会議システム（24ページ参照）を利用

して行ったりすることもあります。

イ鑑定

裁判所が，当事者の申出により，専門家から，特別の学識

経験により知ることができた経験則等に基づく専門的意見を

聴く手続を鑑定といい， この専門家のことを鑑定人といいま

す。

鑑定人と専門委員とは，いずれも専門的な知見を有する専

門家で．裁判所が十分に有しない専門的な知見を補充してい

’

1

ﾛ

１

１

１
１
１

●専門委員と鑑定人の主な差異

鑑定人専門委員

裁判所に所属する職員
(専門的な知見に基づく説明
をするために必要な知賊経験
を有する者）

裁判所に所属する聯員では
ない｡(鑑定に必要な学識経
験のある者）

身 分

争点及び証拠の整理等
証拠調べ
和解

主に証拠調べ関与の場面

専門的な事項に関する当事
者の言い分や証拠等につい
て,裁判所のアドバイザー的
な立場から,分かりや-ｳｰ<説明
をする。
この説明は,アドバイザー的な
立場からのものであり,説明し
た内容は,鉦拠とはならない。

裁判所から求められた鑑定事
項について,意見を述べる(鑑
定人の意見として,書面(鑑定
書)の提出を求められるのが

一般的である｡）。
この意見は証拠となり,判決の
基礎となる。

説明又は意見
の性質

lil

１
１
１

具体的には，当事者から鑑定の申出がされると，裁判所は，

その必要性を考慮した上で鑑定を行うかどうかの決定をし，

鑑定を行う場合には，鑑定に必要な学識経験を有する方を鑑

定人として選任し，鑑定事項（鑑定人に意見を求める事項）

を決定します。この鑑定事項は, ,当事者の意見を聴いて決め

ますがその際，鑑定人と協議することもあります（民訴規

－23－－22－
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|’’ 第3章民事訴訟制度 第2民事訴訟手続の流れ
■

則129条の2)。

ウ検証

検証とは，裁判官が自己の五感によって，物体の形状や現

象（検証物）を認識することにより，当該認識の結果を判決

の基礎資料とするための証拠調べをいいます。例えば，建築

物に暇疵があるかどうかが争われている事件において，裁判

官が，その建築物を直接見に行き，その結果を証拠とする場

合などがこれに当たります（前記(2)イの進行協議期日で建築

物を見に行った場合には，裁判官の見分の結果は証拠にはな

りませんが,検証結果は証拠になるという違いがあります｡)。

エ書証

当事者が証拠として提出した文書のことを書証といいま

す。また，録音テープ， ビデオテープ，図面， レントゲン写

真などのように，文字等の符号によらずに，ある人の思想内

容を示すものについても証拠として提出されることがあり，

これらは準文書と呼ばれています。

(4)電話会議・テレビ会議システムの利用

弁論準備手続や進行協議の期日において，当事者や専門委員

が遠隔地に居住しているときその他裁判所が相当と認めるとき

は，音声を認識しながら遠方の者と通話ができる電話会議シス

テムを利用することができます（当事者については民訴法170

条3項，民訴規則96条，専門委員については民訴法92条の3，

民訴規則34条の2第2項)。

例えば，専門委員が，事件の指定を受けた裁判所から遠隔地

に居住している場合や，多忙等のために当該裁判所まで赴けな

いことに相当な理由がある場合には，専門委員に，期日として

指定された日時に勤務先等の所定の場所で待機していただき，

当事者等が裁判所に出頭したところで，裁判所から専門委員に

電話をかけます。電話がつながることにより，裁判所にいる裁

判官及び当事者等は，専門委員の説明をスピーカーを通して聴

くことになります。

｜

’
■

リ

●電話会犠システムのイメージ図

I専門委員の勤務先等
受訴裁判所
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また，図面の検討を行う場合など，性質上，音声のやり取り

だけでは手続の目的を達し得ないような場合には，裁判所の指

示により，専門委員の居住地等に近接した裁判所に来ていただ

いて，テレビ会議システムを利用して手続に関与していただく

ことも考えられます。証人や鑑定人が遠隔地にいる場合には，

証人尋問や鑑定人質問（民訴法215条の2)をテレビ会議シス

：
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I

’解と判決言渡しについて説明します。

(1)和解

和解（訴訟上の和解）とは，当事者双方が互いに譲歩して，

話合いにより紛争を終了させることを合意することをいいま

す。裁判所は，争点及び証拠の整理手続又は証拠調べ手続の間

も含めて，いつでも必要なときに，当事者に対し，和解による

解決を勧めることができるとされており，実際， ･争点及び証拠

の整理手続，証拠調べ手続等の途中や前後に，裁判所が和解を

勧めることも多く見られるところです。その際には，裁判所が

その時点での心証等に基づいて具体的な和解案を提示すること

もあります。

当事者問に和解が成立した場合には，その内容を記載した調

書は確定判決と同一の効力が認められることになります。

(2)判決言渡し

裁判所は，争点及び証拠の整理や証拠調べを経て，判決によ

る判断をするために十分な心証が得られたときは，審理を終了

し（これを『口頭弁論の終結』といいます｡)，判決を言い渡す

期日を定めます。裁判所は， この期日において判決の言渡しを

行います（民訴法251条)。なお，口頭弁論の終結後は，事件の

審理を行うことはありませんが，和解については行われること

があります。

テムを利用して行うこともあります。１
１
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事件の終局

裁判所に係属した民事訴訟は，当事者の互譲による脚解』や，

判所が判断を示す『判決言渡し」のほか，原告が訴えの提起

4

裁判所が判断を示す『判決言渡し』のほか，原告が訴えの提起を

撤回する『訴えの取下げI (民訴法261条),被告が原告の求めて

いる請求を認める『請求の認諾』 （同法266条)，原告が自分の求

めている請求権を放棄する『請求の放棄』 （同条）によって終了

します。ここでは，そのうち，代表的な訴訟の終了原因である和

第3民事訴訟における裁判所の構成等

裁判の審理を担当する機関という意味での裁判所は， 1名若しく

は数名の裁判官によって構成されます。複数の裁判官によって構成

－27－－26－
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第1 関与する手続の概要等第3章民事訴訟制度

される場合を『合議体』といい，一般的には，裁判長と2名の裁判

官（法廷で，裁判長から見て右側に座る裁判官を右陪席，左側に座

る裁判官を左陪席といいます｡）の3名によって構成されます。合

議体で審理する場合は，裁判長によって指名された合議体のメン

バーの中の1, 2名の裁判官（受命裁判官）によって争点の整理等

の手続がされることがあります。

また，裁判所の職員には，事件を審理する裁判官の他に，裁判所

書記官,裁判所事務官,裁判所速記官等がいます。裁判所書記官は，

裁判官とともに期日に立ち会って調書を作成したり，期日の調整等

の訴訟の進行管理をし， また，事件記録の保管をすること等を主な

職務としています。裁判所が期日外で専門委員に連絡をする必要が

ある場合には，裁判所書記官が窓口となることも多いです。裁判所

事務官は， 当事者から提出される書面等の受付や送達事務の補助等

の事務を行っています。裁判所速記官は，証人尋問等の期日に立ち

会い，証言等を聴き取り，速記録を作成しています。

第4章専門委員の訴訟手続への関与

第1 関与する手続の概要等

1 概要

専門委員は，裁判所の決定により，判決言渡しを除く，訴訟手

続のほぼすべての場面に関与する可能性があります6専門委員が

関与する場面は，大きく分けて，①争点及び証拠の整理手続等を

する，口頭弁論及び弁論準備手続の期日(民訴法92条の2第1項）

並びに進行協議期日 （民訴規則34条の2第1項)，②証拠調べの

期日 （同法92条の2第2項)，③和解を試みる期日 （同法92条の

2第3項）の3つの場面です。

2関与決定及び指定

裁判所は，専門委員の関与が必要であると認めたときには，前

記lの①から③までの各手続ごとに関与の決定(民訴法92条の2）

及び専門委員の指定（同法92条の5第2項）を行います。この場

合に,裁判所は,①及び②の手続については当事者の意見を聴き，

③の手続については当事者の同意を得た上で専門委員の関与を決

定します。また，裁判所は，具体的に誰を専門委員として指定す

るかを決定するに当たっても，当事者の意見を聴く必要がありま

す。

－28－ －29－
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第2具体的な関与の流れ第4章専門委員の訴訟手続への関与

第2具体的な関与の流れ

ここでは，実際に専門委員に関与していただく場合の主な手続等

の流れについて，具体的に紹介します。なお，事例をもとにした関

与例をいくつか付録1に載せていますので，そちらも併せて参照し

てください。

●専門委員の訴訟手続への関与のイメージ

｣

専門委員の中から，

事案に合った者を，
事件ごとに,各手続

において指定
リ

’’ 専門的知見に基づく説明･質問を行い訴訟手続の進行をサボーI、

、

'二菫二I
1 専門分野の適合性や利害関係の確認等

ある具体的な事件について専門委員に関与していただくことが

必要になった場合には， まず，裁判所から候補となる専門委員の

方に対し， 当該事件に関与していただけるかどうかを伺います。

その前提として，裁判所と当事者双方との間で，当該事件がど

のような内容の事件で，専門委員に説明をしていただきたい事項

はどのような事項かという方針を協議していますので，その内容

を専門委員（候補者）にお伝えします。そして，当該事件で説明

をしていただきたい事項が，専門委員（候補者）の専門分野に適

合しているかどうかを確認させていただくとともに，当事者双方

の氏名や法人名等を専門委員（候補者）にお伝えし，当事者双方

との間に利害関係がないかを確認させていただきます。

’
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2関与する期日までの準備

（1）専門委員の指定

専門委員（候補者）から事件関与についての内諾を得た後，

裁判所は，当事者双方の意見を聴いて，当該事件に関与する専

門委員を指定します（民訴法92条の5)。

（2）事案の概要の把握等

｜

’

ﾛ＝

１
１
１

説明
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説明
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員

※1専門委員の脱明は‘番面によって行われることもある。
※2専門委員の説明･賀間は.徳話会職システム,テレビ会誰システムを利用して行うこともできる。 １

１

１
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第4章専門委員の訴訟手続への関与 第2具体的な関与の流れ

専門委員には，関与していただく期日までに， 当該事件の概

要等をできるだけ正確に把握し，裁判所及び当事者が専門委員

に求める事項を十分理解していただく必要があります。そのた

めに，裁判所から専門委員に対し，説明を求めたい事項が記載

された書面と， 当該事件の概要を理解していただくために有用

と思われる資料（例えば，当事者の主張をまとめた主張要約書

面や,主要な書証など)を送付させていただくことがあります。

また，専門委員に，裁判所で事件記録を閲覧していただく場合

もあります。

(3)書面の提出依頼

専門委員に争点及び証拠の整理手続に関与していただくに当

たり， 口頭ではなく書面によって説明していただくことが相当

な場合には，裁判所の求めにより，書面を提出して説明してい

ただくことがあります（民訴法92条の2第1項)。説明を記載

した書面は，期日において提出する場合のほか，期日外に提出

する場合もあると思われますが，期日外に提出していただいた

場合には，裁判所書記官が， 当事者双方に対し，その書面の写

しを送付します（民訴規則34条の3第2項)。これにより，当

事者が，専門委員の説明の内容を知ることができることになり

ます。

照）においては,専門委員には，原則として裁判所に登庁し，

指定された事件の期日に立ち会っていただきます（電話会議

システム又はテレビ会議システムを利用できる場合がありま

す。24ページ参照)。

期日では，裁判長が司会をして手続を進めますので，専門

委員には，裁判長から説明を求められた事項について，順次

説明をしていただきます。専門委員がする説明は，当事者が

言い分を主張する上で重要な意味をもつこともあることか

ら，専門委員には， 当事者の面前で説明をしていただく必要

があります。そして， 当事者はこの専門委員の説明に対して

意見を述べる機会が保障されています(民訴規則34条の5)。

なお，専門委員にしていただく説明としては，専門用語や

当事者の主張の意味内容等について，専門的経験則に基づく

説明をしていただくことがあるほか， ある程度類型化された

事実関係に専門的経験則を当てはめて客観的な推論結果を説

明（例えば， 「一般にAの場合にはBという結果は起こらな

い｡」という説明など）していただくこともあります。さら

に，事案によっては，具体的事実関係に専門的経験則を当て

はめて．評価的な要素を加えた説明（例えば， 「本件Aとい
』

う暇疵は，その形状等からBが原因であると判断できない。

その原因としては, Cが考えられる｡」という説明など）を

していただくこともありますが， こうした評価的な「説明」

と「意見」との区別は微妙であり，どこまでが説明概念に含

まれるかは難しい問題です（次頁の【留意事項】参照)。専

門委員にどのような説明をしていただくかは，裁判所の判断

3期日の立会

(1)争点及び証拠の整理手続等

ア期日の流れ等

弁論準備手続期日や進行協議期日 （いずれも20ページ参

－32－ －33－



第4章専門委員の訴訟手続への関与 第2具体的な関与の流れ

によって異なりますので，事前に裁判所との間でよく確認し

ていただく必要があります。

イ説明内容等の記録化

専門委員が期日に立ち会った場合には，期日調書に，立ち

会った専門委員の氏名を記載することになっています。これ

に対し，専門委員が行った説明の内容そのものは，調書に記

載しなければならない事項ではありませんが（民訴規則66

条， 67条， 88条等)，裁判所が，専門委員の説明内容が訴訟

関係を明瞭にするために重要であって，記録に残しておくべ

き内容であると判断することもあると思われます。その場合

には，専門委員が口頭で行った説明内容を期日調書に記載し

たり，専門委員が提出した説明書面を期日調書の別紙として

添付することもあります。

【留意事項】

争点及び証拠の整理手続においては，弁論主義(16ページ参

照）の要請があることから，たとえ証拠等から認めることがで

きる場合であっても，当事者が主張していない事実をことさら

に説明の中で取り上げたり，当事者の事件の捉え方の当否を指

摘したりすることについては，慎重な対応が必要です。そのよ

うな問題がある場合には，事前に裁判官に申し出ていただき，

その指示に従ってください。

また,専門委員は鑑定人と異なることから（23ページ参照)，

事件についての結論や当事者間で真に争いがある事項につい

て，専門委員自身の意見を述べることはしないように留意する

必要があります。例外的に，当事者双方が専門委員が意見を述

くることについて同意している場合には，意見を求められるこ

とがあります。その場合には裁判所の指示に従ってください。

なお，専門委員が行った説明内容は，証拠資料とはなりませ

ん。もっとも， 当事者双方が専門委員の説明内容を証拠とする

ことに同意している場合には，手続保障を放棄していると見

て，証拠にすることができると理解されています。

(2)証拠調べ手続

証拠調べ期日においても，原則として裁判所に登庁していた

だき，裁判長から求められた事項について， 当事者の面前で説

明をしていただきます。例えば， 当事者の主張と証言等の趣旨

との対応関係についての説明，証言等に現れた専門用語の意味

内容についての説明などが考えられます。 〈

また，証人尋問等においては，専門委員として，証人等の供

述の意味を理解する上で確認する必要がある事項が出てくるこ

とも考えられます。このような場合には，専門委員は，裁判長

の許可を得て証人等に質問をしていただくことになります。裁

判長は，専門委員から発問の許可を求められたときは， 当事者

の同意を得た上で，専門委員に発問を許可することになります

（民訴法92条の2第2項後段)。

なお，証人には自己の記憶に基づく正確な供述をすることが

求められていますが，専門委員の説明を聴き,その内容に影響

されたかたちでの供述をしてしまうおそれがある場合等には，

当事者の意見を聴いた上で，裁判長が，専門委員に説明してい

ただくときに証人を一時的に退廷させるなどの措置を採ること

があります（民訴規則34条の4)。
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和解を試みる期日において，専門委員には，裁判所から求め

られた事項について説明をしていただくことになります。な

お，専門委員については，和解の手続に関与する場合において

も，電話会議システム及びテレビ会議システムを利用すること

ができます。

【留意事項】

専門委員には，裁判所による和解の勧告に伴い．，裁判所から

求められた事項について説明をしていただきます。もっとも，

当事者と和解の内容について協議したり，当事者の意思決定を

促す主体は，あくまでも裁判所ですので，説明の際に， 自らが

主導的に和解のあっせんを行うようなことにならないように留

意してください。

【留意事項】

証拠調べは，弁論主義（16ページ参照）の要請により， 当事

者が争っていない事項については行われませんし， また，原則

として， 当事者が申し出ていないものも証拠調べの対象となり

ませんのでご留意ください。

また，証人尋問等においては，前述のとおり，裁判長の許可

を得ずに専門委員から証人等に対して直接に質問をすることは

できません。証人等に対して質問したい事項があるときには，

尋問手続を遮らないように留意しつつ，裁判長に発言の許可を

求め，裁判長の許可を得てから証人等に質問し，裁判長からの

求めに応じて説明をするようにしてください。

さらに，専門委員が質問又は説明をするときには，証人や鑑

定人が述べる内容について詰問したり， 自己の見解を押しつけ

るようなことのないようにご留意ください。特に，証人，鑑定

人等が専門家である場合には，専門委員と当該専門家とが，各

自の自説を主張することにより，論争めいた状況となることも

あり得ますが，専門委員の役割は，裁判官等への説明であるこ

とを意識して発問等をしてください。

(3)和解を試みる手続

裁判所は，当事者の同意を得て，和解を試みる期日にも専門

委員を関与させることができます（民訴法92条の2第3項)。

例えば，和解の前提となる事実関係等を詰めるに当たって，専

門委員の専門的知見を活用することが有用な場合，適切な和解

条項を作成するために専門委員の専門的知見を活用することが

有用な場合などが考えられます。
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第3関与の決定の取消し

裁判所が専門委員の関与の決定をするのは，訴訟手続を進める上

で専門委員の知見に基づく説明を受ける必要があると考えられる場

合ですが，その後に判明した事情等に基づき，相当と認められると

きは,専門委員の関与の決定が取り消されることがあります。また，

当事者双方からの申立てがあるときには，裁判所は， これを必ず取

り消さなければなりません（民訴法92条の4)。これらの関与の取

消しにより，以後は，当該事件には，専門委員に関与していただく

ことができなくなります。

このような場合には，裁判所から専門委員に対し，関与の決定が

取り消されたこと等の連絡がされるこ‘とになります。
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１第1 建築関係訴訟第5章代表的な専門訴訟類型の特色・工夫点等I

2工夫点

建築関係訴訟の審理を充実させ，訴訟手続を円滑に行うために

は，専門家の助力が必要であり，各裁判所において，建築界との

連携を深め，適切な専門委員,調停委員鑑定人を確保するため

の努力をしています。

また，審理に当たっては， 当事者及び裁判所が共通の認識を持

ち，争点の把握が容易になるように，暇疵についての当事者の主

張や関連する書証番号を対比・一覧できるような暇疵一覧表や，

追加変更工事についての当事者の主張や関連する書証番号を対

比・一覧できるような追加変更工事一覧表を作成するといった工

夫をしている裁判所もあります。

なお，裁判所の方でも,､例えば東京地方裁判所や大阪地方裁判

所などいくつかの裁判所では，建築事件を専門的に扱う部を設置

したり，司法研修所という研修機関で建築関係訴訟についての研

修を行い，裁判官の基礎的素養の嵩上げとノウハウの蓄積を図る

などしています。
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第5章代表的な専門訴訟類型の特色・工夫点等

l
I

l
適正な紛争解決を図る上で，専門的な知識経験が必要となる分野

の訴訟としては，様々な種類のものが考えられますが，その中でも

代表的なものである建築関係訴訟，医事関係訴訟及び知的財産権関

係訴訟について，それぞれの特色や審理の充実のために行われてい

る様々な工夫について紹介します。
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第1 建築関係訴訟

1 特色

建築関係訴訟とは，例えば，建築物の暇疵が問題となる事件等

のように，主張若しくは証拠の整理又は裁判をするときに建築の

専門的な知識経験が必要となるような訴訟のことをいいます。

建築関係訴訟の特色としては，以下のような点が挙げられます。

①建築技術上の専門的知見を要することが多い。

②審判対象が膨大であることが多い（多数の不具合や欠陥が

主張されたり，図面等，膨大な書証が提出される｡)。

③契約内容が不明確であることが多い（契約書等の書類が存

在していなかったり，存在していても，記載が簡略すぎたり，

必要な取決めを欠いていて不備があることが少なくない。ま

た， 口頭で追加変更契約をすることが多い｡)。

④当事者間の感情的対立が激しいことが多い。

⑤実際に建築物を見に行くことが紛争解決に有用な場合が多
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3建築関係訴訟における専門委員

建築関係訴訟においては，建築技術上の基礎知識がなければ，

当事者の主張が的確に理解できず， どのように争点整理を進めれ

ばよいか， どのような証拠の提出を促せばよいかが分からないこ

とがあります。そのような際には，専門委員に､していただく説明

が大きな意味を持つことが多いと思われます。

また，建物の状況等が問題となる事案においては，現地調査が

多く行われており，専門委員には,進行協議期日における現地見い◎
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第5章代表的な専門訴訟類型の特色・工夫点等 第2医事関係訴訟

見の面で必然的・構造的な差がある。

④当事者間の感情的な対立が激しいことが多い。

分や検証手続といった形で，実際に建築物を見ていただいた上

で，裁判長の求める事項について説明をしていただく場合も多く

なると考えられます。また，当事者双方が同意している場合には，

建築物に暇疵があるか否かについて意見を述べていただくことも

あります。

なお，建築関係訴訟において専門的知見を活用する方法として

は,専門委員から説明等を聴取するほか,事件を調停に付した上，

専門家を調停委員に選任し，調停委員会の構成員として調停に当

たってもらうことも広く行われているところです（専門委員と調

停委員の違いは, 10ページのとおりです｡)。

2工夫点

医事関係訴訟においても，当事者の理解を得ながら専門家の協

力を得ることは重要であり，必要に応じて，専門委員，専門家調

停，鑑定を利用できるようにするため，各裁判所において，医療

機関との連携を図り，適切な専門委員，調停委員，鑑定人を確保

するための努力をしています。

また，審理においては，早期に争点を把握することができるよ

うに，通院開始時からの事実関係に関する当事者の主張や関連す

る書証番号を対比・一覧できるようにした診療経過一覧表， どの

ような薬を投与したかを示す投薬一覧表，争点ごとに当事者の主

張をまとめて対比した争点整理表を作成するといった工夫をして

いる裁判所もあります。

なお，裁判所の方でも，建築関係訴訟と同様に，医事事件を集

中的に取り扱う部を設置したり，医事関係訴訟についての研修を

行い，裁判官の基礎的素養の嵩上げとノウハウの蓄積を図るなど

しています。
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第2医事関係訴訟

1 特色

医事関係訴訟とは，例えば，医師の治療中の行為に過失があっ

たかどうかが問題となり， 当事者の言い分や証拠の整理又は裁判

所の判断をするために医学上の専門的な知識経験が必要となるよ

うな訴訟のことをいいます。

医事関係訴訟の特色としては，以下のような点が挙げられます。

①医療という極めて専門的な分野に関する紛争であり，その

内容も複雑化したものが多く，素人には分かりにくい。

②カルテ等の重要な証拠が一方の当事者側である医療機関に

偏在している。

③医療機関側は医学的知識が豊富であることが多い一方，患

， 者側は， 自己の訴訟活動に協力してくれる医師（協力医）を

見つけなければ適切な主張立証活動が難しいなど，専門的知
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医事関係訴訟においては，専門委員には，一般的な専門的知見

について説明をしていただくだけでなく，当該事案に関連する類

型化された事実を前提とした説明， カルテやレントケン写真など

の具体的な事実関係に基づいて文献等を当てはめた説明,画像の
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第5章代表的な専門訴訟類型の特色・工夫点等 第3知的財産権関係訴訟

求めて訴訟を提起することがあります。この訴訟を一般に侵害

訴訟といっています。

侵害訴訟では，①被告の製品が原告の特許権を侵害している

かどうか，②侵害している場合に損害はいくらか， といつたこ

と等が主な争点となります。このうち専門技術的知見にかかわ

る争点は①ですから，専門委員は主に①の争点を審理する手続

に関与することになります。

被告の製品が原告の特許権を侵害しているかどうかは, a)

原告の特許権の対象となる特許発明の技術的範囲はどのような

ものか, b)被告の製品に用いられている技術はどのような内

容か, c)被告の製品に用いられている技術が原告の特許権の

対象となる特許発明の技術的範囲に含まれていると評価できる

かを当事者の主張と証拠に基づいて審理することによって判断

されます。

実際の訴訟では，当該特許権の対象となる特許発明の技術的

範囲や被告の製品に用いられている技術の内容等がしばしば原

告と被告との間で争われ，当該分野の技術上の知見を考慮しな

がら対象となる技術内容を確定することになります。このよう

な問題の審理過程で，専門委員には当該分野における知見に基

づいて専門的技術等について説明していただくことが期待され

ます。

この侵害訴訟も通常の民事訴訟手続で審理されますが，証人

尋問はほとんどされていませんので，専門委員には，主に弁論

準備手続での争点の整理に関与していただくことになります。

なお，特許権侵害訴訟の第一審は；東京地方裁判所及び大阪

読影をした上での説明，文献等に記載のない専門委員の臨床医学

の経験等に照らした知見等に基づく説明などをしていただくこと

もあります（なお，専門委員の説明の範囲については33, 34ペー

ジを参照してください｡)。また，速やかな鑑定人の選任や適切な

鑑定事項の決定のために助言していただくことも期待されていま

す。
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第3知的財産権関係訴訟

1 特色（特許権関係訴訟を中心に）

知的財産とは，発明やデザイン等，人間の知的創作活動により

作り出されたものの総称であり， これを独占して使用することが

できる権利を知的財産権といいます。特許権，実用新案権意匠

権，商標権，著作権等の権利がそれに当たるものです。これらの

権利に関する訴訟を知的財産権関係訴訟といいます。ここでは，

その中でも専門技術的事項が問題となる特許権関係訴訟を例に特

色等を説明します。

特許権は，特許庁に対して特許出願された発明が，特許の要件

を具備しているか否かの審査を経て，特許査定が行われた後に特

許登録原簿に登録されることによって， はじめて権利として成立

します。

特許権関係訴訟には次の二つの訴訟があります。

（1）侵害訴訟

特許権を有するA社が, B社に対して, B社がその特許権に

係る特許発明の技術を用いて製品を製造・販売したとして，特

許権侵害を理由にその製品の製造・販売の差止めや損害賠償を

I

’
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第5章代表的な専門訴訟類型の特色・工夫点等 第3知的財産権関係訴訟
1

地方裁判所であると定められていますので，そのいずれかの裁

判所において審理されます。

(2)審決取消訴訟

ある発明について特許を与えるためには， 当該発明が特許出

願当時の技術水準に照らして容易に考えつくものでないこと

（これを『進歩性』といいます｡）等の特許要件を満たしてい

ることが必要です。そこで，ある発明について，特許出願をし

ても，特許庁の審査官が特許要件を満たしていないとしてこれ

を拒絶すること(これを陥絶査定』といいます｡）があります。

この拒絶査定に不服がある出願人は，特許庁に不服申立て（こ

れを『拒絶査定不服審判』 といいます｡）をすることができま

すが，そこでも，やはり特許要件を満たしていないと判断され

ることがあります。また，一度与えられた特許についても， 出

願当時に特許要件を満たしていなかったなどの理由で第三者が

特許庁に当該特許の無効を求める申立て（これを『無効審判』

といいます｡）をし，特許庁が当該特許を無効と判断すること

もあります。このような特許庁の判断を審決といいますが， こ

の審決に不服がある場合にその取消しを求める訴訟を提起する

ことがあります。これを一般に審決取消訴訟といっています。

審決取消訴訟においては，例えば， 当該発明の進歩性につい

ての特許庁の判断の当否が問題となる場合には，①当該発明の

要旨は何か，②特許出願当時の技術水準をどのようにとらえる

か，③出願当時の技術水準に照らして当該発明は進歩性があっ

たといえるかなどの点を審理することになります。

こういった審理過程の中で，例えば出願当時の技術水準を巡

る主張や証拠の理解に必要な説明をすること等が専門委員に期

待されます。

審決取消訴訟では，和解で決着することは比較的少なく， ま

た，侵害訴訟の場合と同様に，証人尋問もほとんどされていま

せん。したがって，専門委員には，主に弁論準備手続での争点

の整理に関与していただくことになります。

なお，審決取消訴訟の第一審は，東京高等裁判所（知的財産

高等裁判所）であると定められています。

2裁判所調査官

東京と大阪の裁判所には,知的財産権関係訴訟で取り扱う専門

技術的な事柄に対応するため，裁判所調査官が配置されていま

す。裁判所調査官は，裁判官の命を受けて，訴訟の中で問題とな

る技術内容について調査してその結果を裁判官に報告するほか，

争点及び証拠の整理手続や人証調べの期日等において当事者や証

人等に対し問いを発したり，裁判官に対し事件につき意見を述べ

たりするものとされており，裁判所を専門技術的見地から補助し

ています。
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第2非訟事件の手続の一般原則等
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第6章非訟事件関係

なお，医事関係，建築関係などの専門的な問題を有する調停

においては，専門家調停委員を指定したり，調停委員会に所属

していない調停委員に対して，その調停委員が有する専門的な

知識経験に基づく意見の聴取をしたりすることもあります。

④労働審判事件

個々の労働者と事業者との間の労働関係に関する紛争解決を

目的として，裁判官である労働審判官と労働審判員2名で構成

する労働審判委員会が調停による解決を試みつつ，審理の経過

を踏まえて審判を行います。

第6章非訟事件関係

第1 非訟事件の種類

裁判所の取り扱う事件のうち，訴訟以外の事件で，非訟法の規定

に基づき，手続の進行について厳格な方式を採用しない事件を，広

く非訟事件といいます。主なものとしては，次のような事件類型が

あります。

①会社非訟事件

会社法の規定による非訟事件の手続であり，株式買取価格決

定申立事件や株式会社の清算人選任申立事件等，様々な事件類

型があります。

②借地非訟事件

借地借家法の規定(同法41条）による非訟事件の手続をいい，

借地条件変更申立事件や土地賃借権譲渡許可申立事件等があげ

られます。これら借地非訟事件は，原則として不動産鑑定士等

の3名以上の鑑定委員で組織する鑑定委員会の意見を聴くこと

とされ,鑑定委員会は,例えば借地条件変更申立事件において，

堅固な建物の築造を相当とするに至ったか，条件変更が認めら

れる場合の財産上の給付の必要性及びその額等について意見を

述べることができます。

③民事調停事件

裁判官又は民事調停官である調停主任1名と調停委員2名以

上で構成する調停委員会による調停を原則として， 当事者の話

合いをあっせんし，紛争の解決を目指す制度です。

第2非訟事件の手続の一般原則等
1 処分権主義の制限

民事訴訟においては，訴訟開始のイニシアティブは当事者にあ

り，裁判所は， 当事者が申し立てていない事項について判決はで

きないとされています（これを『処分権主義』といいます｡)。こ

れに対し，非訟事件においては，処分権主義が貫かれているわけ

ではなく，裁判所が職権で手続を開始したり，検察官や法務大臣

の申立てが認められている事件もあります。また，裁判所が審理

の対象とする範囲も必ずしも申立ての事項に厳密に拘束されるわ

けではないと考えられています。

↓

I

2職権探知主義

民事訴訟においては，裁判所は当事者の主張しない事実を認定

することはできず， また，原則として，当事者から申出のあった

証拠以外の証拠調べを行うことができません(16ページ参照)。
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第3非訟事件における専門委員制度第6章非訟事件関係

これに対し，非訟事件では，裁判所は当事者の主張に厳密に拘束

されずに事実を認定することができ，当事者の提出した資料に限

定されずに，裁判所自らが裁判所の判断のための資料を収集する

ことができるとされています（これを「職権探知主義jといいま

す｡)。

このことから，非訟事件では，例えば，証拠調べは， 当事者の

申立てのほか職権で行うことができ， また，職権で事実の調査を

行うことが認められています（非訟法49条1項)。事実の調査と

は,証拠調べのような厳格な方式によらず，自由な手続によって，

審理を進めていく上で必要な資料の収集等を行うことをいいます。

容を正確に把握し，的確かつ迅速に解決するためには，専門家に

よる協力が不可欠です。そこで，非訟事件の手続においても，必

要に応じて中立の立場にある専門家に手続に関与していただき，

当事者の主張又は提出資料等について，裁判所が機動的に専門的

な知見を得ることができるようにするため，専門委員制度が導入

されました。

このように非訟事件における専門委員の制度趣旨は，民事訴訟

における場合と基本的に異なりません。ただし，民事訴訟とは異

なり，職権探知主義(48ページ参照)が採用されていることから，

専門委員の意見も裁判所の判断のための資料となるという特徴が

あり，そのため，民事訴訟においては専門的知見に基づく『説明』

をするとされているのに対し，非訟事件においては専門的知見に

基づく 『意見』を述べることができるとされている点で違いがあ

ります（民事訴訟との主な相違点は50ページの表参照)。
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3簡易迅速な手続

非訟事件の手続は，訴訟手続と異なり，実体法上の権利や義務

の存否を最終的に判断するものではないことから，簡易な手続に

より事件の迅速処理を図ることができるようになっています。

ｌ

ｌ

Ｉ

４2専門委員制度の特徴

非訟事件の手続においても，円滑な審理を実現するため，裁判

所が的確かつ迅速に事案の内容を把握して主張を整理し，又は事

案に応じた適切な和解を試みるために，専門委員に関与していた

だくことになります。

非訟事件における専門委員も，裁判所のアドバイザーといった

立場で手続に関与することは民事訴訟における場合と同様であ

り，関与に当たっての留意事項も民事訴訟におけるものが基本的

に妥当すると考えていただいて結構です。ただし，前記1のとお

り，民事訴訟における専門委員は,専門的知見に基づく説明をし，
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4非公開手続

民事訴訟の審理及び判決は公開の法廷で行わなければなりませ

んが，非訟事件においては，証拠調べも含め，手続の全てを公開

の場所で行わないことになっています（非訟法30条)。
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第3非訟事件における専門委員制度

1 専門委員制度の導入の背景

前記第1で紹介した非訟事件の中にも，紛争を解決する上で高

度な専門的知見を必要とする事件が多くあり， こうした事件の内

－49－－48－



第6章非訟事件関係 第4具体的な非訟事件（株式価格決定申立事件）

説明した内容は証拠とはならないのに対し，非訟事件における専

門委員は，専門的知見に基づく意見を述べることができ，意見の

内容は裁判所の判断のための資料となり得る点で，審理に与える

影響は，民事訴訟と比べてより大きなものとなる可能性がありま

す。このことから，非訟事件においては，専門的知見に基づく意

見を述べる際，裁判所から， どの点について， どの程度の意見を

述べることが求められているのかを正確に理解した上で意見を述

べることが特に重要と考えられます。

●訴訟手続と非訟事件の手続における専門委員の相違

第4具体的な非訟事件（株式価格決定申立事件）

適正な紛争解決を図る上で，専門的な知識経験が必要となる分野

の非訟事件としては，様々な種類のものが考えられますが，その中

でも高度に専門的な判断が求められ，専門家による専門的知見に基

づく意見が求められる事件として，会社非訟事件（株式価格決定申

立事件）が挙げられます。

1 特色

株式価格決定申立事件には，大きく分けて①合併等に反対した

株主等が会社に対して株式買取請求をした場合等においてその買

取価格について協議が整わないときに，株主等が，その買取価格

の決定を求める事件（株式買取価格決定申立事件） と，②譲渡制

限株式会社が株式譲渡を承認せず， 自ら買い取り，又は他の買取

人を指定した場合等において， 当該株式会社等が，その売買価格

の決定を求める事件（株式売買価格決定申立事件)，③全部取得

条項付種類株式の取得に反対するなどした株主等が，その取得価

格の決定を求める事件(株式取得価格決定申立事件)があります。

株式価値の算定は，対象会社の資産内容，財務，収益状況等，多

種多様な事情を総合考慮した上で行われ，高度に専門的な判断が

求められます。

’

’

2工夫点

株式価値の算定に必要な専門的知見を得る方法としては，これ

までも鑑定がありましたが，鑑定には，相当高額な費用が必要と

なるのが通例であったため，当事者が十分な資力を有していると

は限らず， また，鑑定費用が株価総額に照らして経済的に見合わ

－50－ -51-

所訟手続における
専門委員

非訟事件の手続における
専門委員

聴取の対象
専門的な知見に基づく説明 専門的な知見に基づく意見

関与の内容

裁判所のアドバイザー的な立
場で，機動的に手続に関与し
て，専門的な事項に関する当
事者の言い分や証拠等につい
て，分かりやすく説明する。

裁判所のアドバイザー的な立
場で，機動的に手続に関与し
て，事件の審理に必要な専門
的な事項について，意見を述
くることができる。

聴取した内容の
性質

説明した内容は，証拠資料と

はならない。

意見の内容は，裁判所の判断
のための資料となり得る。

関与の場面

争点整理及び証拠の整理等
証拠鯛べ
和解

非訟事件の手続一般（的確か
つ円滑な審理の実現のため，
又は和解を試みるため）

関与の手続

当事者の意見を聴いて，裁判

所が決定
ただし，和解を試みる期日に
おける関与は， 当事者の同意
が必要

当事者の意見を聴いて，裁判

所が決定

証人等尋問にお
ける専門委員の
質問

当事者の同意及び裁判長の許

可が必要

裁判長の許可が必要

関与の取消し

裁判所は， 申立てにより又は
職権で，専門委員を手続に関
与させる決定を取り消すこと

ができる。
ただし， 当事者双方の申立て
があるときは， これを取り消
さなければならない。

裁判所は， 当事者の意見を聴
いて，専門委員を関与させる
裁判を取り消すことができ
る 。 ◆



第6章非訟事件関係

ない場合も少なくないことから， 当事者が鑑定費用の予納や最終

的な分担に難色を示すことがありました。また，価値評価のアプ

ローチ自体が複数存在し，考慮要素も多岐にわたることから，鑑

定の実施に当たって困難が生じる等の問題も指摘されていまし

た｡専門委員の関与が可能となったことで,審理の早い段階から，

公認会計士，税理士，不動産鑑定士等の専門委員に関与していた

だき，鑑定の要否の見極め， また，鑑定を要するとした場合の鑑

定事項の設定や鑑定に向けた争点・証拠の整理等について専門的

知見を提供していただくことが考えられます。

付録1 専門委員関与例
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